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佐賀空港の使用に際して、航空機が滑走路上等において航行不能の状態に陥った場合の対応について、以下の事項に同意します。
１　運航者等の撤去責任
· 航行不能航空機の撤去又は移動（以下「撤去等」という。）は、空港運用への影響を考慮し、運航者等の責任の下、速やかに行うこと。

２　運航者等による空港管理者への支援要請　
· 運航者等は、必要に応じ撤去等作業の全部又は一部を空港事務所に依頼すること

３　空港管理者による航行不能航空機の撤去又は移動
· 運航者等に航行不能航空機の撤去等を行う能力がない場合又は運航者等が航行不能航空機の撤去等の見通しを立てるまでに相当の時間を要する場合であって、かつ、当該機が空港の運用に甚大な影響を及ぼすと判断される場合、空港機能の早期回復のため、空港事務所の判断により、運航者等に通告した上で、空港事務所が航空機を撤去等又は支援を行う場合があること。空港事務所は、航行不能航空機の撤去等の作業又は支援に必要な資機材の提供及び人員の手配を第三者に依頼する場合があること。

４　撤去費用等の負担
· 撤去等の作業により生じた経費（航空機等に損傷を与えた際の修理費含む）は運航者等が負担するものとし、空港事務所が指定する期日までに指定の方法により支払うこと。また、空港事務所は、立替払いしないことを基本とすること。

５　免責事項
· 運航者等は、空港事務所が行った撤去等作業によりやむを得ず生じた損害について、一切の請求を行わず、空港事務所が行った撤去等作業により負傷者が発生した場合における運航者等に対する損害賠償請求を妨げないこと。
· 運航者等は撤去作業又は支援を空港事務所に依頼する場合においても、最善の協力を行うこと。

６　運航者等による保険会社との調整
· 航行不能航空機の撤去等作業の履行に際して障害が生じないよう、運航者等は必要に応じ、あらかじめ保険会社と調整を行うこと。

７　同意事項の履行に疑義を生じた場合の措置
· 空港事務所は運航者等による本同意事項の履行に疑義が生じた場合には、当該運航者等に対して、空港の使用の停止その他必要な措置を講じること。


８　運航者撤去作業計画等について
· 運航者等は、撤去等については、あらかじめ空港管理者と調整し提出した「運航者撤去作業計画」に基づき行うこと。ただし、運航者等があらかじめ「運航者撤去作業計画」を提出しない場合は、空港事務所が、自ら策定した「佐賀空港航行不能航空機撤去計画」に基づき撤去等をすることについて、運航者等があらかじめ同意したものとみなし、「佐賀空港航行不能航空機撤去計画」を運航者等が提出する「運航者撤去作業計画」に代えることとする。
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